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協賛・賛助企業基本メニュー 
 

カテゴリー 金額 印刷物・ホームペ

ージへの企業ロゴ

表記 

ロゴマーク使

用権 
協賛・賛助呼称権 

特別協賛 ３００万円以上 特別協賛欄に表記    ○    ○ 
協賛 ５０万円以上 協賛欄に表記    ○    ○ 
賛助 １０万円以上 賛助欄に表記    ○    ○ 
 
協賛・賛助企業は１業種に１社という縛りはないが、特別協賛については１業種１社 
 
 
 


